
　　※日本銀行代理店の廃止・集約に伴う供託事務の取扱いに関するＱ＆Ａ集はこちら

現在の取扱店： 日本銀行寒河江代理店
（山形銀行寒河江中央支店）

取扱店変更日：令和３年２月 1日 （月）
新たな取扱店：日本銀行山形代理店

（山形銀行本店：山形市七日町三丁目１番２号）

営業時間：午前９時から午後３時まで

日本銀行寒河江代理店の集約・廃止に伴い，

山形地方法務局寒河江支局の供託金の納付先（取扱店）が

次のとおり変更となります。

✓ 金銭の供託については，供託所（法務局）及び日本銀行（取扱店）

に行かずに，「 」をすることができます。

✓ 日本銀行（取扱店）に行かずに「 」で

供託金を納付することもできます。

※令和３年２月１日以降,有価証券，振替国債の納付は，日本銀行山形代理

店 となります。

御不明な点は，以下までお問い合わせください。

〒９９０-００４１ 山形市緑町一丁目５番４８号

山形地方法務局供託課 電話：０２３-６２５-１３２１（代表）

〒９９１-００２５ 寒河江市八幡町７番１２号

山形地方法務局寒河江支局 電話：０２３７-８６-３２５８

http://houmukyoku.moj.go.jp/yamagata/page000001_00113.pdf

